
 

 京丹波町議会  

教育福祉常任委員会 行政視察研修レポート 

 

 京丹波町議会 申し合わせ事項 第6章 議員研修に関すること 第2 各常任

委員会の研修（2）にもとづき、行政視察研修レポートを提出します。 

 

▼日にち：2024年 10月 9日（水）～10月 10日（木） 

          （令和 6年） 

▼場所：滋賀県愛荘町・福井県永平寺町 

 

 
 

京丹波町議会議員 

山﨑 裕二 
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永平寺町における給食費無償化の取り組みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．京丹波町と永平寺町の概況 

 2021 年（令和 2 年）国勢調査人口は、京丹波

町が 1 万 2905 人（対 5 年前比 10.70％減）、福井県

永平寺町が 1 万 8965 人（対 5 年前比 4.62％減）で、

京丹波町のおよそ 1.47 倍の人口規模となってい

ます。さらに、同年の永平寺町における人口ピラ

ミッド1では、20～24 歳に、明確なボリュームゾ

ーンがあり、65 歳以上の老年人口も、京丹波町

が 44.20％に対して、永平寺町は 29.74％と、人

口構成にも、かなりの違いが看取できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、面積は、京丹波町が

303.07k ㎡に対して、永平寺町が

94.43k ㎡で、京丹波町のおよそ   

３分の 1 です。 

 
1 RESAS 地域経済分析システムより 
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 なお、永平寺町は、2006 年（平成 18 年）2 月 13 日、松岡町、永平寺町、

上志比村の 2町 1村が合併し、発足しました。福井県北部の嶺北地方にあり、

同町のみで吉田郡を構成しています。北西は坂井市、北東は勝山市、南は福

井市に接する内陸の町で、九頭竜川の上流側から上志比地区（旧上志比村）、

永平寺地区、下流側に松岡地区（旧松岡町）が位置しています。 

 

2．京丹波町と永平寺町の給食について 

 京丹波町では、町立の丹波学校給食センター、瑞穂学校給食センターおよ

び和知学校給食センターにおいて、町内 5 小学校児童（昨年 5 月 1 日現在児

童数：441 人）、3 中学校生徒（同 生徒数：238 人）ほか、教職員を含む 800

人超の学校給食 調理等業務の各一括処理を行っています。 

 学校給食費の額は、小学校児童が 1 食あたり単価 260 円（年額 4 万 8000

円）、中学校生徒が 1 食あたり単価 270 円（年額 5 万 400 円）で、当該年額

を 12 期に分割し、納付します。 

 昨年度決算においては、賄材料費 5328 万 6927 円に対して、学校給食費

（過年度分を含む）として収入した額は 3928 万 7159 円であり、地方創生

臨時交付金、府の子どもの教育のための総合交付金やふるさと応援寄附金な

どを充当し、食材費が高騰・高止まりするなか、味夢くんランチなど、地元

食材や町内の工場などでつくられた食品を使った食のまちとしての理念や

食育にも配慮した質の高い給食を提供してきました。 
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教育委員会として、学校給食への強い思い入れが色濃く現れている歳入歳

出決算であると評価でき、決算委員会の答弁においてもまた、 

といった総括・とりまとめが語られました。 

 

 他方、永平寺町では、自校方式の 8 給食施設および 1 給食センターにおい

て、町内 6 小学校児童（5 月 1 日現在児童数：784 人）、3 中学校生徒（同 生

徒数：471 人）ほか、教職員を含む 1500 人超の学校給食 調理等業務の各一

括処理を行っています。 

 

   

後述のように、学校給食費（賄材料費）は無償となっており、負担はない

ものの、一昨年度から、1 食あたり単価は、小学校児童で 262 円から 275 円

へ、中学校生徒で 313 円から 329 円へと、およそ 5％の値上げ2、昨年度か

らは、さらに 305 円、365 円へと、約 11％の再値上げとなっています。 

 なお、福井県栄養教諭等研究会のホームページにおいて、おいしいふくいの

 
2 中日新聞 2022年 4月 26日より    https://www.chunichi.co.jp/article/459687 

府の総合交付金事業を活用し、町ならではの学校給食創造事業に取り組んでいます。これ

は、食のまち 京丹波のよさを生かした学校給食を目指していること、食を通じた学び、い

わゆる食育を実感できる取り組みであることが着目され、府の重点ワーク事業として採択さ

れたものです。現在も、地元食材を積極的に取り入れ、安心安全な町ならではの学校給食の

提供、福島県双葉町や十文字学園女子大学との食文化を通じた交流、地元企業との京丹波町

産食材を使った学校給食用加工品の共同開発など、食を通じた学びを積極的に推進し、地域

の歴史や文化、人々の暮らしへの理解を深めながら、郷土愛や誇りの育成に取り組んでいる 

https://www.chunichi.co.jp/article/459687
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学校給食と冠し、県内各地の学校給食を毎日、紹介した給食カレンダーなど、

充実した情報発信が展開されています。 

給食のテーマ、メニュー画像やポイントなど、県域全体での学校給食に対

する姿勢が強く感じられ、興味を惹かれました。 

 

 

3．永平寺町における給食費無償化事業 

永平寺町では、2013 年度（平成 25 年度）から、給食費無償化事業を開始

しています。 
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▼学校教育法 

第 2 条 学校は、国（国立大学法人法 第 2 条第 1 項に規定する国立大学法人及び独立行政

法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。）、地方公共団体（地方独立行政法人法 第 68

条第 1項に規定する公立大学法人（以下「公立大学法人」という。）を含む。次項及び第 127

条において同じ。）及び私立学校法 第 3条に規定する学校法人（以下「学校法人」という。）

のみが、これを設置することができる。 

2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置

する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 

 
▼永平寺町学校給食費無償化事業要綱［抜粋］ 

（目的） 

第 1条 この告示は、町民のうち学校教育法（昭和 22年法律第 26号。以下「法」という。）

第 2条の規定により設置する小学校又は中学校に在籍する学齢児童又は学齢生徒（以下「児

童等」という。）の保護者（法第 16 条に規定する保護者をいう。以下同じ。）が負担する学

校給食費（学校給食法（昭和 29年法律第 160号）第 11条第 2項に規定する学校給食費をい

う。以下同じ。）を町が負担することにより、児童等の保護者の経済的負担を軽減し、もっ

て町における教育環境の充実に資するとともに、子育てを支援することを目的とする。 

（対象者） 

第 2条 町は、次の各号のいずれかに該当する児童等の保護者を対象者として学校給食費を

負担する。 

（1）永平寺町学校設置条例（平成 18 年永平寺町条例第 72 号）第 1 条の規定により町が設

置する小学校又は中学校に在籍し、かつ、町内に住所を有する児童等 

（2）前号に掲げる児童等以外のもので、法第 2 条の規定により設置した小学校又は中学校

（特別支援学校の小学部又は中学部を含む。）に在籍し、かつ、町内に住所を有する児童等 

（3）その他町長が対象者とすることが特に適当と認めた児童等 

（町が負担する額） 

第 3条 この告示により町が負担する学校給食費の額は、児童等の給食を提供するために要

した食材等の費用と児童等の年間総食数に小学校においては 305 円を、中学校においては

365円を乗じて得た額のいずれか低い額とする。 

（負担の方法） 

第 4条 学校給食費の負担の方法は、次に掲げるとおりとする。 

（1）第 2条第 1号に該当する児童等の保護者（第 3号に該当する者を除く。） 町の一般会

計で負担し、当該保護者から学校給食費は徴収しない。 

（2）第 2 条第 1 号に該当する児童等の保護者のうち、アレルギー対応食を持参する児童等

の保護者 町が別に定める予算の範囲内で学校給食費を助成金として交付する。 

（3）第 2 条第 2 号に該当する児童等の保護者 保護者が負担した学校給食費等のうち、前

条の規定により算出した学校給食費を助成金として当該保護者に交付する。 
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4．京丹波町における学校給食費無償化（期間限定）事業 

昨年度の一般会計 補正予算（第 6号）において、小・中学校教育振興一般

事業［小・中学校保護者負担軽減援助費］として、計 560万円追加の提案が

あり、可決しました。 

 物価高騰に直面する保護者世帯の負担増をふまえ、臨時的・限定的な支援

措置として、重点支援地方交付金（推奨事業メニュー分）を活用し、本年 1

月分から 3月分までの学校給食費の 2／3（8000円もしくは 8400円）を支援

すること＝学校給食費を 2か月限定で無償化することにより、児童・生徒に

係る学用品等の保護者負担の軽減を図る内容でした。 

本事業では、町内の学校に通っていることが要件であり、何らかの理由で、

お弁当を持参している児童・生徒の保護者（学校給食費の負担なし）はもち

ろんのこと、町内の学校に通っており、すでに児童・生徒扶助事業［要保護・

準要保護就学援助費，特別支援教育就学奨励費］により、学校給食の現物支

給などを受けている児童・生徒の保護者であっても、対象としたのに対し、

町に住民登録があっても、町外の学校、例えば、特別支援学校（府の特別支

援教育就学奨励費の制度あり）や園部高校附属中学校（町就学援助の受給対

象，ただし、お弁当）、私立中学校などに通う児童・生徒の保護者は対象外

としました。 

 

5．結びにかえて 

永平寺町の学校給食費無償化事業を視察研修し、児童等の保護者の経済的

負担を軽減し、教育環境の充実に資するとともに、子育てを支援することを

目的としているにもかかわらず、町における対象者は、町内の学校に通って

▼昨年 12月 19日（火） 

令和 5年第 4回京丹波町議会定例会（第 4号）会議録より 

○教育長 

なぜ町内の小中学校に在籍する児童生徒、その保護者を対象とするか。実は、同じような

考え方で他の市町でも、例えば近隣の市でも同じように保護者の負担軽減ということで、給

食費に着目をし、給食費の負担軽減の措置をこの 7月から取っておられる市がございます。 

そこの市の状況も見てみますと、同様にその市に在籍する小中学生の保護者としている。

これは給食費や教材費に着目をして、したがいまして、町内に在籍する児童生徒の保護者の

負担軽減と、こういう形で今回は町内に在籍すると、ここに一定の線を引いたのはそういう

考え方で、お隣の市と後で確認して同じ考え方だったなというふうに思っております。 
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いるか否かが要件となっており、制度設計に瑕疵があった点は甘受せざるを

得ないと改めて斟酌しています。 

ちなみに、昨年度から支給の始まった町すこやか子育て支援金は、町内に

住民登録があれば、町外の学校に通っている（通っていた）場合も対象とし

ており、そういった意味合いからも、きわめて歪かつ特異な運用であったと

凝視しています。 

1990年（平成 2年）のいわゆる 1.57ショックを契機に、日本政府は、出

生率の低下と子どもの数が減少傾向にあることの認識を強め、仕事と子育て

の両立支援など、子どもを産み育てやすい環境づくりに向けての対策を開始

しました。 

 しかしながら、多少の増減はあるものの、34年が経過した今も、少子化は

解決しておらず、昨年の合計特殊出生率は 1.20、出生数（人口動態統計 確

定値）は 72万 7277 人と、過去最少の更新をつづけています。 

 少子化に歯止めがかからない現状もふまえ、国の将来に係る最重要課題と

して、教育費負担のあり方などに関しても、従来の発想に捉われない法改正

も含めた抜本的な議論を重ねる必要があると思料します。 

 今回の視察研修を通じ、学校給食を含めた教育費負担のあり方など、国全

体で法改正も含め、従来の発想に捉われない議論を行い、子育て家庭への総

合的な施策を推し進めていかなければならないと重ね重ね痛感しました。 

町民のみなさん一人一人に寄り添って、公共政策の決定者、執行機関の監

視者、政策などの提案者、町民のみなさんの意見の集約者としての議会議員

の 4つの役割を果たしていけるよう、つづけていきます。 

▼学校給食法 

（経費の負担） 

第 11条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要す

る経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。 

2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費（以下「学校給食費」という。）は、学

校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法 第 16条に規定する保護者の負担とする。 

▼学校教育法 

第 16条 保護者（子に対して親権を行う者（親権を行う者のないときは、未成年後見人）

をいう。以下同じ。）は、次条に定めるところにより、子に 9年の普通教育を受けさせる義

務を負う。 
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【参考 1】都道府県別学校給食費平均月額（公立小・中学校） 
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【参考 2】文部科学省「学校給食に関する実態調査の結果について」 

 

 

https://www.mext.go.jp/content/20240612-mxt-kenshoku-000036395-1.pdf
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【参考 3】給食費無償化事業を実施している福井県内の市町 

                                  10月から中学生を対象に実施 

                                    （小学生は半額実施） 

         半額実施              完全実施 

 

 

 

                           条件付き実施 

        完全実施                ［第 3子以降］ 

 

 

                      完全実施 

 

 

 

 完全実施 

 

 

 

※ 各市町のホームページなどを確認し、地図に落とし込み 

 

［補 遺］ 

なんらかのかたちで給食費無償化事業を実施している福井県内の他の 3市

3町においても、市内・市外あるいは町内・町外の学校（学校教育法 第 2条

の規定により設置されている学校）に通っているかの如何を問わず、市・町

に住民登録のある方を対象としています。 
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special thanks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【謝 辞】 

行政視察研修を実り多いものにするために、サポートいただきました滋

賀県愛荘町、福井県永平寺町および議長、議会事務局 職員その他すべての

みなさんに感謝しています。ありがとうございました。 

 

▼6月 10日（月） 

令和 6年第 3回永平寺町町議会定例会（8日目）会議録より 

 

今年の 2月に議会でちょっと視察へ行かせてもらった先で、京都の京丹波町に行かせてい

ただいたのですけど、ふるさと納税の担当の職員さんで、30代の職員さんだったのですけ

ど、話の内容もさることながら、何より目が輝いていたなという印象が残っています。目は

口ほどにものを言うという言葉があるように、情のこもった目つきは、口で話す以上に強く

相手の心を捉えるものです。よほど情熱を持って仕事に取り組んでいるのだろうなと感心さ

せられました。 


